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○草加市立児童館設置及び管理条例 

平成１７年９月３０日 

条例第３３号 

改正 平成１８年３月２４日条例第１２号 

平成１８年９月２１日条例第３８号 

平成１９年９月２８日条例第２２号 

平成１９年９月２８日条例第２７号 

平成２０年３月１８日条例第１０号 

平成２４年３月１９日条例第６号 

平成２５年３月１８日条例第８号 

平成２５年１２月１７日条例第３８号 

平成２６年９月１７日条例第３０号 

平成２７年３月２３日条例第８号 

平成２７年１２月１６日条例第３３号 

平成２９年１２月２１日条例第２４号 

令和３年１２月１４日条例第２６号 

令和４年６月１４日条例第１４号 

令和４年１２月１５日条例第２３号 

草加市立児童館設置及び管理条例（昭和４８年条例第２６号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 児童の権利に関する条約に定める子どもの生きる権利、育つ権利、守られる権利

及び参加する権利を踏まえ、自由な意思による創造的な遊びと学び等を通じて児童の豊

かな知性と感性を育むため、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。）第３５条第３項の規定により、草加市立児童館（以下「児童館」という。）を設置

する。 

（令３条例２６・一部改正） 

（名称及び位置） 

第２条 児童館の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。 

（事業） 

第３条 児童館は、次に掲げる事業を行う。 
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（1） 児童館の施設及び図書、遊具その他の設備の利用による児童の福祉の増進に関す

ること。 

（2） 児童の遊びの指導、健康の増進、豊かな情操を養うことその他児童の心身の健全

な育成指導に関すること。 

（3） 子ども会及び子育て支援サークル等の地域活動の支援に関すること。 

（4） 法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業に関すること（草加市立

住吉児童館に限る。）。 

（5） 児童福祉の行事に関すること。 

（6） その他児童館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。 

２ 前項第４号の放課後児童健全育成事業の実施については、草加市立児童クラブ設置及

び管理条例（平成１５年条例第３０号）第３条及び第５条から第８条までの規定を準用

する。 

（平１８条例１２・平１８条例３８・平１９条例２２・平２４条例６・平２５条例

８・平２５条例３８・平２９条例２４・一部改正） 

（管理） 

第４条 草加市立住吉児童館、草加市立谷塚児童センター及び草加市立新栄児童センター

は、市が管理する。 

２ 草加市立氷川児童センター（以下「指定施設」という。）は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４４条の２第３項の規定により、指定

管理者にその管理を行わせることができる。 

（平１９条例２２・平２７条例３３・一部改正） 

（利用時間） 

第５条 児童館の利用時間は、午前１０時から午後６時まで（第３条第２項において準用

する場合を除く。）とする。ただし、市長又は指定管理者が特別な理由があると認めた

とき（指定施設にあっては、市長の承認を得なければならない。）は、利用時間を変更

することができる。 

（平１９条例２２・平２７条例８・令３条例２６・一部改正） 

（休館日） 

第６条 児童館の休館日は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとお

りとする。ただし、市長又は指定管理者が必要と認めたとき（指定施設にあっては、市
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長の承認を得る。）は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

（1） 第４条第１項に掲げる施設（草加市立谷塚児童センターを除く。） 次に掲げる

日 

ア 日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（こども

の日は除く。） 

ウ １月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日まで 

（2） 草加市立谷塚児童センター 次に掲げる日 

ア 水曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日のうちこどもの日は除く。） 

イ １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

（3） 指定施設 １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

（平１９条例２２・一部改正） 

（利用対象者） 

第７条 児童館を利用することができる者は、児童及び当該児童の保護者等並びに次に掲

げる者とする。 

（1） 地域の子ども会及び子育て支援サークル等で、集団的に児童館を利用する者 

（2） 児童の活動で、児童館を集団的に利用する者 

（3） 放課後児童健全育成事業を利用する者 

（利用の許可） 

第８条 前条第１号及び第２号に掲げる者が児童館を利用しようとするときは、あらかじ

め児童館の管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする

ときも、同様とする。 

２ 前項に規定する許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、

これをしてはならない。 

（1） 児童館の管理上支障があると認められるとき。 

（2） 施設及び設備を破損するおそれがあると認められるとき。 

（3） 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその構成

員若しくは関係者の利益になると認められるとき。 

（4） 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。 

（5） その他児童館の設置目的に反すると認められるとき。 
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３ 児童館の管理者は、第１項に規定する許可をする場合において必要があるときは、当

該許可に条件を付すことができる。 

（平１９条例２７・一部改正） 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第９条 利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用の権利を譲渡し、又

は転貸してはならない。 

（遵守事項及び指示） 

第９条の２ 児童館の管理者は、児童館の遵守事項を定めるものとし、管理上必要がある

と認めるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。 

（平１９条例２７・追加） 

（利用許可の取消し等） 

第１０条 児童館の管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可

を取り消し、又は利用を停止させることができる。 

（1） この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（2） 第８条第３項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違

反したとき。 

（3） 第８条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

（4） 偽りその他不正な手段によって利用許可を受けたとき。 

（5） その他児童館の管理者が必要があると認めたとき。 

２ 児童館の管理者は、利用者が前項の処分によって損失を受けることがあっても、その

補償の責めを負わない。 

（平１９条例２７・一部改正） 

（原状回復の義務） 

第１１条 利用者並びに第７条の児童及び当該児童の保護者等（以下「利用者等」という。）

は、児童館の利用を終わったときは、直ちに当該施設及び設備を原状に復さなければな

らない。前条第１項の規定により利用許可の取消し又は利用の停止を受けたときも、同

様とする。 

（賠償義務） 

第１２条 利用者等は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に施設若しくは設

備を破損し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければなら
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ない。 

（指定の手続） 

第１３条 市長は、第４条第２項の規定により指定施設の指定管理者を指定しようとする

場合は、原則として、公募によって指定管理者を指定しなければならない。 

２ 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他必要書類を添えて、市長に申請

しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、次条の基準に基づいて最も適当な者を指定管理

者として指定しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を行うときは、自治法第２４４条の２第

６項の規定により、あらかじめ議会の議決を経なければならない。 

（指定の基準） 

第１４条 市長は、次に掲げる基準により指定管理者を指定するものとする。 

（1） 事業計画書の内容が、指定施設の設置目的に沿った事業としてふさわしいもので

あること。 

（2） 事業計画書の内容を確実に実行できる人的及び経済的能力を有する者であること。 

（指定管理者の業務） 

第１５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 

（1） 指定施設における第３条第１項各号（第４号を除く。）に掲げる事業の実施に関

すること。 

（2） 指定施設の利用の許可及び許可の取消しに関すること。 

（3） 指定施設の施設及び設備の維持管理に関すること。 

（指定管理者の責務） 

第１６条 指定管理者は、次に掲げる責務を遵守しなければならない。 

（1） 住民の福祉の増進を目的とした公平かつ公正な施設運営を行うこと。 

（2） 指定施設の設置目的に沿った事業運営を行うこと。 

（3） 指定施設の管理業務に関し知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）に基づき適切な運用を行うとともに、当該個人情

報等を他者に漏らし、又は自己の利益のために不正に利用してはならない。 

２ 指定管理者は、指定施設に関する業務の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならな

い。 
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（令４条例２３・一部改正） 

（報告） 

第１７条 指定管理者は、次の事項を記載した報告書を作成し、毎年度終了後６０日以内

に市長に提出しなければならない。 

（1） 指定施設の管理の実施状況 

（2） 指定施設の管理に係る収支状況 

（3） 団体の財務状況 

（4） その他規則で定める事項 

（平２０条例１０・一部改正） 

（立入調査等） 

第１８条 市長は、指定施設の管理の適正を期するために必要な限度において、指定管理

者に対し、指定施設における管理業務について必要な報告を求め、又は市の職員に、当

該指定管理者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該管理業務の実施の状況若しくは

帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に

提示しなければならない。 

３ 第１項の立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

（指定の取消し等） 

第１９条 市長は、指定管理者の責めに帰すべき理由その他の理由により当該指定管理者

による管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定

めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務

の全部若しくは一部の停止を命じたときは、次の議会において報告をしなければならな

い。 

（委任） 

第２０条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
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（準備行為） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前になされた指定施設に係る第１３

条及び第１４条に規定する指定管理者の指定に関する手続は、この条例の相当規定によ

りなされたものとみなす。 

（経過措置） 

３ 施行日前になされた改正前の草加市立児童館設置及び管理条例の規定による指定施設

の利用の許可その他の処分（施行日以後の利用に係るものに限る。）は、改正後の草加

市立児童館設置及び管理条例の相当規定により指定管理者がした利用の許可その他の処

分とみなす。 

附 則（平成１８年条例第１２号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年条例第３８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して７月を超えない範囲内で規則で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（1） 第１条の規定及び附則第４項中草加市立児童館設置及び管理条例（平成１７年条

例第３３号）第３条第１項第４号の改正規定（「第６条の２第３項」を「第６条の２第

２項」に改める部分に限る。） 平成１８年１０月１日 

（平成１９年規則第５号で平成１９年４月１日から施行） 

附 則（平成１９年条例第２２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第１０号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第６号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第８号）抄 

（施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から起算して５月を超えない範囲内で規則で定める日から施行

する。 

（平成２５年規則第３６号で平成２５年７月１６日から施行） 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に第２条の規定による改正前の草加市立児童館設置及び管理条

例第３条第２項の規定において準用する第１条の規定による改正前の草加市立児童クラ

ブ設置及び管理条例第６条及び第８条の規定によりなされた草加市立新栄児童センター

における放課後児童健全育成事業に係る入室の申込み等に関する手続は、第１条の規定

による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定により草加市立新栄児

童クラブに係る入室の申込み等に関する手続がなされたものとみなす。 

附 則（平成２５年条例第３８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に第２条の規定による改正前の草加市立児童館設置及び管理条

例第３条第２項の規定において準用する第１条の規定による改正前の草加市立児童クラ

ブ設置及び管理条例第６条及び第８条の規定によりなされた草加市立松原児童館におけ

る放課後児童健全育成事業に係る入室の申込み等に関する手続は、第１条の規定による

改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定により草加市立栄児童クラブ

に係る入室の申込み等に関する手続がなされたものとみなす。 

附 則（平成２６年条例第３０号） 

この条例は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第４項の規定に

よる草加都市計画新田西部土地区画整理事業施行区域の換地処分の公告があった日の翌日

から施行する。 

附 則（平成２７年条例第８号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年条例第３３号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第２４号）抄 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第２６号）抄 

改正 令和４年６月１４日条例第１４号 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

（令４条例１４・一部改正） 

附 則（令和４年条例第１４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年条例第２３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

（平１９条例２２・平２６条例３０・平２７条例３３・一部改正） 

名称 位置 

草加市立住吉児童館 草加市住吉二丁目２番８号 

草加市立谷塚児童センター 草加市谷塚町７５２番地 草加市立市民交流活動セ

ンター内 

草加市立新栄児童センター 草加市新栄四丁目８１３番地３２ 

草加市立氷川児童センター 草加市氷川町９３４番地５ 
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○草加市立児童館設置及び管理条例施行規則 

平成１７年１０月４日 

規則第５５号 

改正 平成１８年９月２９日規則第６７号 

平成１９年９月２８日規則第４４号 

平成１９年９月２８日規則第４８号 

平成２０年１１月２８日規則第３７号 

平成２２年３月３１日規則第８号 

平成２３年３月３０日規則第１１号 

平成２５年７月１２日規則第３７号 

平成２６年１月２１日規則第２号 

平成３０年８月１７日規則第３０号 

草加市立児童館設置及び管理条例施行規則（昭和４８年規則第３４号）の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、草加市立児童館設置及び管理条例（平成１７年条例第３３号。以下

「条例」という。）の規定に基づき、児童館の管理及び運営に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（放課後児童健全育成事業の定員） 

第２条 条例第３条第１項第４号に規定する放課後児童健全育成事業を実施する草加市立

住吉児童館における同事業の定員は、９０人とする。 

（平２６規則２・一部改正） 

（利用者登録） 

第３条 条例第７条各号列記以外の部分に規定する児童は、児童館を利用しようとすると

きは、あらかじめ児童館の利用に係る登録（以下「利用登録」という。）を受けなけれ

ばならない。 

２ 利用登録を受けようとする児童は、草加市立児童館利用者登録申請書（第１号様式）

を利用しようとする児童館の管理者に提出しなければならない。 

３ 児童館の管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定しな

ければならない。 
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４ 児童館の管理者は、前項の規定により利用を決定したときは、草加市立児童館利用登

録証（第２号様式。以下「登録証」という。）を第１項の規定により申請した児童に交

付するものとする。 

（利用手続） 

第４条 前条の規定により利用登録を受けた児童（以下「利用登録児童」という。）は、

児童館を利用しようとするときは、入館の際に、当該利用しようとする児童館の管理者

に登録証を提出しなければならない。ただし、児童館の管理者がやむを得ないと認める

ときは、この限りでない。 

２ 児童館の管理者は、前項の規定により登録証の提出があったときは、利用簿に記載す

る等をして、常時入館者を把握しておくものとする。 

３ 児童館の管理者は、入館した利用登録児童が退館する際に、登録証を当該利用登録児

童に返還するものとする。 

（利用登録の取消し等） 

第５条 利用登録の取消し及び前条の利用の停止については、条例第８条第２項及び第１

０条の規定の例による。 

（占用手続） 

第６条 第４条の規定による児童館の利用のほか、条例第８条第１項の規定により、児童

館の施設を占用しようとする者（以下「申請者」という。）は、利用しようとする日の

１か月前から７日前までに草加市立児童館利用許可申請書（第３号様式。以下「申請書」

という。）を児童館の管理者に提出しなければならない。 

２ 児童館の管理者は、申請書を受理したときは、速やかに利用の許可の可否を決定しな

ければならない。 

３ 児童館の管理者は、前項の規定により利用の許可を決定したときは、草加市立児童館

利用許可書（第４号様式）を申請者に交付するものとする。 

４ 草加市立谷塚児童センターに限り、申請者は、第１項の申請の前に市民交流活動セン

ター登録申請書（第５号様式。以下「登録申請書」という。）を児童館の管理者に提出

し、登録を受けなければならない。 

５ 児童館の管理者は、前項の申請があったときは、登録申請書を確認の上、市民交流活

動センター登録証（第６号様式）を交付するものとする。 

（平１９規則４４・一部改正） 
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（放課後児童健全育成事業の申込み手続等） 

第７条 放課後児童健全育成事業に係る入室申込み、退室、保育料等は、草加市立児童ク

ラブ設置及び管理条例施行規則（平成１５年規則第６１号）の規定の例による。 

（遵守事項） 

第８条 指定管理者は、条例第１６条に掲げるもののほか、児童館の管理運営に当たり次

に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（1） 関係法令等を遵守し、適切な事業の運営を行うこと。 

（2） 市長の承認を受けることなく、児童館の利用時間外、休館日等において児童館を

条例第３条第１項各号（第４号を除く。）に掲げる事業以外の用途に供しないこと。 

（3） 児童館の設備に、市長の承認を受けることなく変更を加えないこと。 

（4） 指定期間終了時及び条例第１９条の規定により指定を取り消されたときは、児童

館を原状に復して返還すること。 

（5） 児童館の設備を破損等した場合は、市長が定めるところによりその損害を賠償す

ること。 

（年度報告書類） 

第９条 条例第１７条に規定する報告書は、第７号様式によるものとする。 

２ 条例第１７条第４号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（1） 職員の研修報告 

（2） 職員の健康診断受診状況 

（平１９規則４４・一部改正） 

（委託の承認） 

第１０条 指定管理者は、児童館の管理の業務に関し業務委託を行うときは、あらかじめ

市長の承認を得なければならない。 

（指定管理者の公募） 

第１１条 市長は、条例第１３条第１項の規定により指定管理者を公募しようとするとき

は、あらかじめ次に掲げる事項を告示するとともに、ホームページ等に掲載するものと

する。 

（1） 管理を行わせる児童館の名称及び所在地 

（2） 児童館の管理の基準及び業務の範囲 

（3） 指定管理者の指定の予定期間 
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（4） 条例第１３条第２項の指定申請の方法及び申請期間 

（指定の申請） 

第１２条 条例第１３条第２項に規定するその他必要書類は、次に掲げるとおりとする。 

（1） 指定申請書 

（2） 定款、規約又はこれらに類する書類 

（3） 法人にあっては当該法人の登記事項証明書 

（4） 団体の設立趣旨、事業内容のパンフレット等団体の概要がわかるもの 

（5） 指定申請書を提出する日の属する事業年度における収支予算書及び事業計画書 

（6） 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における収支計算書及び

事業報告書 

（7） 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸

借対照表 

（8） 児童館の管理に関する業務の収支予算書 

（9） 法人市民税の納税証明書 

２ 前項各号に掲げる書類は、市長の認めるところによりそれに準ずるものをもって代え

ることができる。 

（平２０規則３７・一部改正） 

（選考委員会） 

第１３条 指定管理者の指定に関し透明性及び公平性を確保するため、指定管理者の指定

の選考を行う選考委員会を置く。 

２ 選考委員会は、学識経験者を含む８人以内の委員をもって組織する。 

３ 条例第１３条第３項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ

選考委員会に諮るものとする。 

４ 選考委員会の結果は、公表する。 

５ 選考委員会に関し、必要な事項は別に定める。 

（平３０規則３０・一部改正） 

（指定通知等） 

第１４条 条例第１３条第３項の指定を行ったときは、指定された団体に対し、速やかに

通知をしなければならない。指定されなかった団体に対してもまた同様とする。 

（協定） 
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第１５条 指定管理者は、市長と児童館の管理に関する協定を締結しなければならない。 

２ 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（1） 事業計画に関する事項 

（2） 利用許可に関する事項 

（3） 管理業務に関する事項 

（4） 管理に要する費用 

（5） 個人情報の保護に関する事項 

（6） 管理業務の報告に関する事項 

（7） 指定期間 

（8） その他市長が必要と認める事項 

（その他） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則の施行の日前になされた第１１条から第１５条までに定める指定管理者の指

定に関する手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１８年規則第６７号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、草加市立児童クラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例（平成１８

年条例第３８号）附則第１項本文に定める日から施行する。 

（平成１９年規則第５号で平成１９年４月１日から施行） 

附 則（平成１９年規則第４４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年規則第４８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則施行の際改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使

用することができる。 

附 則（平成２０年規則第３７号） 

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２２年規則第８号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年規則第１１号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年規則第３７号） 

この規則は、平成２５年７月１６日から施行する。 

附 則（平成２６年規則第２号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年規則第３０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第６条関係） 

（平１９規則４８・一部改正） 

第４号様式（第６条関係） 

（平１９規則４８・一部改正） 

第５号様式（第６条関係） 

（平１９規則４４・追加） 

第６号様式（第６条関係） 

（平１９規則４４・追加） 

第７号様式（第９条関係） 

（平１９規則４４・旧第５号様式繰下） 

 


